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専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 同窓会規約 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条  本会は、専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ同窓会（以下「本会」という。）と

称する。 

 

（目的） 

第２条  本会は、会員相互間の親睦及び学校法人西鉄学園専門学校西鉄国際ビジネスカ

レッジ（以下、母校）との連携・親和を図り、同窓会活動を充実させるとともに

母校の発展に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会員相互の交流を深めるための各種行事の開催 

(2) 母校の在学生との交流 

(3) 母校への教育及び就職に関する事項の支援 

(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 

（事務局） 

第４条  本会の事務局（以下「本部」という。）を、福岡市中央区平尾１丁目１３番３２

号 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ内に置く。 

２．本部は必要に応じ、国内外の主要地に支部を設置することができる。 

 

第２章 組織と運営 

（組織） 

第５条  本会の組織は、正会員及び準会員をもって構成する。 

 

（会員） 

第６条  本会の正会員は本校の卒業（修了）生とする。 

２．本会の準会員は母校の旧・現教職員とする。 

３．第１項の規定は、本会が正式に設立された日以前に既に母校を卒業（終了）して

いる者（以下「既卒生」という。）についても適用する。 

 

（会費） 

第７条  会員は、所定の会費を納入するものとする。ただし、準会員は会費の納入を免除

される。 

２．会費の金額及びその納入方法は、役員会で定める。 
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３．母校在籍中に納入した同窓会費をもって会員（永久）とする。 

４．既に納められた会費は、理由の如何を問わず返却しない。 

５．既卒生については、遡っての会費の納入は不要とする。ただし、次条に定める寄

付金の納入を本会から要請するものとし、寄付金の納入をもって第３項を適用

する。 

 

（寄付金） 

第８条  既卒生に対して寄付金を募るものとする。ただし、その要請の時期及び金額の単

位については、役員会で定める。 

２．前項により納められた寄付金については、前条第４項を準用する。 

 

（届出） 

第９条  会員は、会員の住所、氏名、職業等を変更した時は、所定の様式に従い速やかに

同窓会事務局に届け出るものとする。 

 

（会員の除名） 

第１０条 会員で、規約又は総会、役員会、事務局会議の各決議に違反した者及び本会の名

誉を傷つける行為のあった者は、役員会の決議でこれを除名することができる。 

 

（役員の構成） 

第１１条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 

(2) 副会長  ２名以上 

(3) 常任役員  ３名以上 

(4) 常任幹事 各年度  １名（代表幹事より１名選出） 

(5) 代表幹事 各年度各学科  １名 

(6) クラス幹事 各年度各クラス  ２名 

(7) 監事  ２名 

(8) 事務局長  １名 

(9) 事務局員 若干名 

 

（役員の委嘱） 

第１２条 役員は、会員の中から選任し、母校の学校長がこれを委嘱する。 

２．会長、副会長、常任役員及び監事は、常任幹事の中から互選で選任する。 

３．事務局長及び事務局員は会長、副会長及び常任役員の同意を得て選任することが

できる。 

４．前２項に掲げる以外の役員は、各期の卒業生の中から、卒業生の協議により選任

する。 
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（役員の職務） 

第１３条 役員の職務は、次のとおりとする。 

２．会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

３．副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があった場合は、副会長がその職務を代

行する。 

４．役員は、第１１条に定める役員のうち、(1)～(3)及び(8)・(9)の役員は、第１７

条に定める役員会を組織し、会務を処理する。 

５．第１１条に定めるすべての役員は第１７条に定める拡大役員会を組織し、役員会

の要精に応じて会議を開催する。 

６．監事は、年度ごとに本会の業務遂行状況及び財務状況をについて、各々が完了し

た時点で監査する。 

 

（役員の任期） 

第１４条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２．前項にかかわらず、役員の任期満了後に後任者が選任されない場合は、必要に応

じて後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行うこととする。 

 

（役員の補充） 

第１５条 会長を除く役員に欠員が生じたときは、役員会で必要と認められた場合に補充

する。 

２．補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３．役員に欠員を生じても、会務の運行に支障のない場合には、必ずしも補充する必

要はない。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第１６条 本会の会議は次のとおりとし、必要に応じて開催することができる。 

(1) 総会 

(2) 役員会 

(3) 拡大役員会 

(4) 各種運営委員会 

(5) 事務局会議 

 

（総会） 

第１７条 総会は、すべての会員を構成員とし、原則として年１回開催する。ただし、役員

会において、総会を開催し、議決を得る議案がないと判断した場合は、開催しな

いことができる。 
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２．総会は、本会の運営及び財務執行に関する重要事項について決定をする。 

３．会議の開催は、会長がこれを招集する。 

４．総会の招集は、期日より２か月以上前に日時・場所を示さなければならない。 

５．総会の議長は、会長が行う。 

６．総会の議案は出席者の過半数をもって決定する。 

７．総会の議事内容は、議事録に記録し、必要に応じて開示することとする。 

 

（役員会） 

第１８条 役員会は、必要に応じて開催し、役員の過半数（委任状を含む。）をもって成立

する。 

２．役員会は、本会の規約及び運営方針（予算・決算、事業計画等）について決定す

る。 

３．会議の開催は、会長がこれを招集する。 

４．役員会の招集は、期日より２か月以上前に日時・場所を示さなければならない。 

５．役員会の議案は、出席役員の過半数をもって決定する。ただし、規約の変更は、

第２９条に定める手続きによるものとする。 

 

（拡大役員会） 

第１９条 拡大役員会は役員会の要請により、必要に応じて開催する。 

２．拡大役員会は、役員会が諮問した事項について決議し、又は本会の重要事項につ

いて意見を申し出ることができる。 

３．会議の開催は、会長がこれを招集する。 

４．拡大役員会の招集は、期日より２か月以上前に日時・場所を示さなければならな

い。 

５．役員会の議案は、出席役員の過半数をもって決定する。 

 

（各種運営委員会） 

第２０条 各種運営委員会は、役員の一部を構成員とし、各種行事の打ち合わせなど必要に

応じて開催する。 

２．次の事項は、これを役員に報告するとともに、会員に通知しなければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) その他役員会で必要と認めた事項 

 

（事務局会議） 

第２１条 事務局会議は、会長、副会長、事務局長、事務局員及び協議事項により必要に応

じて会長が指名した会員を構成員とする。 

２．事務局会議は、会計年度終了後、年１回開催する。ただし、必要に応じて随時開

催することを妨げない。 
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３．会議の開催は、会長がこれを招集する。 

４．事務局会議は本会の運営に関する事項について協議を行い、役員会に議案として

提出することができる。 

 

（議事録） 

第２２条 総会、役員会、拡大役員会及び事務局会議の議事録は、議長が出席者の中から指

名する２名によりこれを作成し、署名、捺印のうえ本部に備えておかなければな

らない。 

 

第４章 会計 

（経費） 

第２３条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入によって賄う。 

２．会費納入については、別途、会費納入規程に定める。 

 

（会計年度） 

第２４条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

（決算報告） 

第２５条 本会の決算は、会計年度終了後３か月以内に事務局長が書類を作成し、監事によ

る会計監査を行い、役員会において承認を得なければならない。 

 

（資産の種類） 

第２６条 本会の資産を、基本資産と普通財産に分ける。 

２．基本財産は、本会を存続・運営するにあたり必要な基本的財産とする。 

３．普通財産は、毎年度の活動計画を実行するにあたり予算の範囲内で使用すること

ができる預貯金、現金、及び臨時会費等とする。 

 

（剰余金処分） 

第２７条 決算において余剰金が生じた時は、次年度の普通財産又は基本財産に繰り入れ

ることができる。 

 

（役員報酬等） 

第２８条 役員会を構成する役員に対し、その役員会における活動及び事務局業務につい

て、報酬を支給することができる。 

２．前項の詳細については別途定める。 

 

第５章 補則 

（規約の改正） 
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第２９条 規約の改正は、構成員の過半数（委任状を含む。）が出席した役員会において審

議し、３分の２以上（委任状を含む。）をもって決定する。 

２．規約の実施に必要な附則、細則の制定は、役員会にて審議し、決定する。 

 

 

附 則 

この規約は、平成２９年４月１日より施行する。 
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専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 同窓会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜役員会＞ 

会員 

総会 

代表幹事 

各期代表幹事会 

常任幹事 

各期常任幹事会 

クラス幹事 

各期クラス幹事会 

中村 淳二 

副会長 

花田 晋 

副会長 

入江 大樹 

副会長 

中池 司 

会 長 

・松藤大助 

・甲斐 奈奈 

監 事 

・福山 昇 

・池部 順也 

・梁瀬 智 

常任役員 

田中 友加利 

事務局長 

原田 歩 

事務局員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜拡大役員会＞ 


